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令和７年中に適用される延滞税、利子税及び還付加算金の割合について 

１ 延滞税 

区分 令和７年１月 1日～ 

年 ７．３％部分 年 ２．４％ 

年１４．６％部分 年 ８．７％ 

２ 利子税 

区分 令和７年１月 1日～ 

利子税（以下を除く）  年 ０．９％ 

相続税・贈与税の延納利子税 税務署へお問合せください 

相続税・贈与税の

納税猶予に係る

利子税（注） 

年６．６％部分 年 ０．８％ 

年３．６％部分 年 ０．４％ 

（注）農地等の納税猶予、非上場株式の納税猶予、山林の納税猶予、医療法人の 

持分についての納税猶予、事業用資産についての納税猶予及び特定美術品に 

ついての納税猶予に係る利子税をいう。 

３ 還付加算金 

区分 令和７年１月 1日～ 

還付加算金 年 ０．９％ 
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　マイページの「各税目に関する情報」に「贈与税関係」が新たに追加され、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が
参照可能となりました。
（※）申告書を表示するためには、マイナンバーカードでログインする必要があります。
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税理士の皆さまへ 

贈与税の申告は 

是非      で!! 

贈与税の申告は、e-Ｔａｘの利用が可能です。 

税理士の皆さまが、国税庁ＨＰの「確定申告書

等作成コーナー」で贈与税の申告書を作成し、その

まま代理送信で提出できます。 

また、ｅ－Ｔａｘによる提出ができない申告書（申

告書付表を除く。）及び添付書類については、イメ

ージデータでの提出が可能となっていますので、是

非、ご利用ください。 

データ送信 

 確定申告書等作成コーナーの操作に関するご不明な点等は、同コーナーの 

「よくある質問」をご確認いただくほか、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」 

（TEL：0570-01-5901）へお問合せください。 

 ヘルプデスクの受付時間、利用開始の手続、利用可能期間、パソコンの推奨環境 

よくある質問（Q＆A）等、e-Tax に関する最新情報は、e-Tax ホームページ 

（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。 

ｅ－ｺｸｾﾞｲ  

令 和 ６年 11 月
関東信越国税局・税務署 

（確定申告書等作成コーナー）

（e-Taxホームページ）
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代理送信までの流れ（確定申告書等作成コーナーを利用した場合） 

関与先納税者の申告書をｅ－Ｔａｘにより代理送信するためには、関与先納税者の開始届

出書を所轄税務署に提出する必要があります。 

税理士の皆さんは、ｅ－Ｔａｘソフト等を利用して関与先納税者の開始届出書を代理で提

出することができますので、是非ご利用ください。 

もちろん、関与先納税者がオンライン等で提出することもできます。 

※ 関与先納税者が利用者識別番号を取得している場合には、関与先納税者の利用者識別 

番号を確認し、ＳＴＥＰ４に進んでください。 

ＳＴＥＰ２  関与先納税者の開始届出書の提出 

１ 開始届出書を代理で提出した場合は、即日、オンラインにより利用者識別番号等が発行

され、税理士の皆さん及び関与先納税者双方のメッセージボックスに格納されます。 

２ 関与先納税者が開始届出書をオンラインにより提出した場合には、即日、オンラインに

より利用者識別番号等が発行され、関与先納税者のメッセージボックスに格納されます。 

３ 関与先納税者が開始届出書を書面で提出した場合には、後日、郵送により利用者識別番

号等が記載された通知書が送付されます（送付までに、最短で１週間程度要します。）。 

ＳＴＥＰ３  利用者識別番号と暗証番号の通知 

国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で、贈与税の申告書を簡単かつ正確

に作成することができます。 

相続時精算課税などの特例を適用する場合にも、チェック形式になっているため、特例適用

要件の確認が簡単です。 

ＳＴＥＰ４ 申告書の作成

代理送信する場合には、税理士の皆さんの電子証明書を添付することで、送信が可能となり

ます。関与先納税者の電子証明書は必要ありません。 

なお、代理送信した場合、税理士の皆さん及び関与先納税者双方のメッセージボックスに受 

信通知が格納されますので、関与先納税者においても受信結果の確認ができます。 

ＳＴＥＰ５ 代理送信による提出

代理送信を行うためには、税理士の皆さんが自身の開始届出書を提出して、「税務代理によ

るご利用が可能となった旨の通知」を受信し、初期登録（電子証明書の登録等）を行って 

いただく必要があります。 

ＳＴＥＰ１  初期登録等 

相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税などの適用を受ける申告については、戸籍謄本

等の必要書類をイメージデータ（ＰＤＦ形式）で提出できます。 

なお、従来どおり、添付書類を書面で提出する場合には、「令和６年分の申告書等送信票（兼

送付書）」も併せて提出してください。 

ＳＴＥＰ６  添付書類の提出 
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